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愛媛県内の国庫補助指定航路図

事業者名 航路名 公営・民営の別 指定年度 備考

①
上　島　町
（旧魚島村）

　魚島～弓削～土生 公営 昭和２９年度

② シーセブン(有) 　尾浦～宮窪 民営 平成５年度

③ 津島渡船(有) 　津島～今治 民営 昭和５３年度

④ (有)くるしま 　馬島～波止浜 民営 昭和５５年度

⑤
今　治　市
（旧関前村）

　岡村～今治 公営 昭和４７年度
航路再編
（H24.10.1）

⑥ 新居浜市 　大島～黒島 公営 平成２４年度

⑦ (有)新喜峰 　安居島～北条 民営 昭和３８年度

⑧ 中島汽船(株) 　三津浜～中島 民営 昭和５１年度
中島町より事業譲渡
（H16.10.1）

⑨ 青島海運(有) 　青島～長浜 民営 昭和５２年度 第三セクター

⑩ 田中輸送(有) 　大島～八幡浜 民営 昭和３２年度

⑪ 盛運汽船(株) 　日振～宇和島 民営 昭和２９年度

（１１航路）

②

⑪

⑩

⑥

⑨

⑧
⑦
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（R8.6.1 現在）

事業者名 航路名
 公営･
民営
の別

※ 新居浜市 大島～黒島 公営

※
上　島　町
（旧魚島村）

魚島～弓削～土生 公営

上　島　町
（旧生名村）

立石～長崎 公営

※ 津島渡船(有) 津島～今治 民営

※ (有)くるしま 馬島～波止浜 民営

※ シーセブン(有) 尾浦～宮窪 民営

※
今　治　市
（旧関前村）

岡村～今治 公営

今　治　市
（旧吉海町）

津島～幸 公営

大三島ブルーライン(株) 今治～木江･大三島 民営
（三セク）

芸予汽船(株)
(旧「芸予観光フェリー(株)」)

今治～土生 民営
（三セク）

（株）ごごしま
由良～高浜
泊～高浜

民営

※ (有)新喜峰 安居島～北条 民営

※ 青島海運(有) 青島～長浜 民営
（三セク）

※ 中島汽船(株) 三津浜～中島 民営

松山市 中須賀～鹿島 公営

※ 田中輸送(有) 大島～八幡浜 民営

※ 盛運汽船(株) 日振～宇和島 民営

愛南町 船越～鹿島 公営

県内離島航路数 （18 航路）

　うち国庫補助航路数 （11 航路）

　※は、国庫補助航路

24年 2月　高速船｢すいせい｣就航
26年 5月　航路改善協議会設置
27年 3月  航路改善計画 策定
30年 3月　新造船「ななしま」就航
 2年 7月　一部便について高浜寄港を取りやめ、観光港寄港へ変更
 7年 2月　船員不足により、高速船を一部運休（東線10便→４便、西線５
便→３便）

23年 5月　大島港起点から八幡浜港起点に変更
 2年 2月　航路改善協議会設置
 3年 1月　航路改善計画を策定
 4年 4月　新船｢たいゆう８｣就航

22年 2月　航路改善協議会　設置
23年 2月　航路改善計画を策定
23年11月　新船｢しおかぜ｣就航
26年 4月  矢ノ浦寄港を廃止
29年11月　日振～宇和島航路懇談会設置
元年 7月　航路改善協議会設置
 2年 3月　航路改善計画を策定
 4年10月　新船「ゆきかぜ」就航

26年10月　最終便の回航便を定期便に変更
29年 5月　航路改善協議会設置
30年 3月　航路改善計画策定
31年 4月　新造船「くるしま丸」就航

25年 8月　航路改善協議会 設置
26年 3月  航路改善計画 策定
27年 3月　新造船「のしま７」就航

23年 5月　今治市せきぜん渡船航路改善協議会 設置
24年 3月　航路改善計画(大三島ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝとの再編含む) 策定
24年10月より、同計画に基づく航路再編を実施
　　　　　　　（大三島ブルーラインと併せて航路再編実施）
27年 5月　航路改善協議会設置
29年 2月　新造船「とびしま」就航

23年 4月　㈲小冨士汽船が社名変更し由良-高浜航路と泊-高浜
　　　　  航路の２航路を運航開始
30年 8月　新造船「しとらす」就航
 2年 6月　新船「ミソラ」就航

30年 2月　航路改善協議会設置
元年10月　新造船「あいほく２」就航

24年 2月　航路改善協議会 設置
25年 1月  航路改善計画 策定
25年12月  新造船「あおしま」就航

24年 3月  航路改善計画(今治市せきぜん渡船との再編含む)に合意
24年10月　同計画に基づく航路再編を実施

26年 1月　１便減便（9便→8便）
 4年 4月  １便減便（8便→7便）
 6年 4月  ３便減便（7便→4便）

愛媛県内の離島航路一覧表

主な動き

23年11月　新船｢おおしま7｣就航
25年度（24.10～25.9）運航より、国庫補助申請
 5年10月　経営・収支改善等のため、２便減便（15便→13便）
 8年4月　航路改善協議会設置

28年 4月　弓削～土生間の旅客取扱い開始
 3年 4月　航路改善協議会設置
 4年 2月　航路改善計画策定
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地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（航路関係抜粋） 

 

平成２３年３月３０日国総計第９７号 

（国鉄財第３６８号、国鉄業第１０２号、国自旅第２４０号、国海内第１４９号、国空環第１０３号） 

離島航路関係の最終改正：令和３年４月５日（国総地第１２１号、国自旅第５０４号、国海内第２３４号） 

 

第２章 離島航路 

第２節離島航路運営費等補助金 

 

（補助対象事業者等） 

第２７条 本節における補助対象事業者は、第２９条の事業を行う離島航路事業者であって、協議会

又は都道府県若しくは市町村（以下この章において「協議会等」という。）が協議会での議論を経

て定めた生活交通確保維持改善計画（当該計画に代えて策定された離島航路確保維持計画を含む。

以下この章において同じ。）に運航予定者として記載されている者とする。 

２ 大臣は、予算の範囲内において、第２９条の補助対象事業に係る補助対象経費の１／２に相当す

る額以内の額を、補助対象事業者に対し交付する。 

 

（補助対象期間） 

第２８条 本節における補助対象事業の補助対象期間は、国庫補助金の交付を受けようとする会計年

度）の９月３０日を末日とする１年間とする。 

 

（補助対象事業） 

第２９条 本節における補助対象事業は、次項及び第３項の基準に該当する離島航路（以下「補助対

象航路」という。）を運航する事業とする。 

２ 航路に関する基準 

一 離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第２条第１項の規定により指定された離島振興対策実

施地域又はこれに準ずる地域に係る航路であること。 

二 本土と前号の地域又は前号の地域相互間を連絡する航路であり、かつ、以下のいずれかに該当

すること。 

イ 他に交通機関がないか又は他の交通機関によることが著しく不便となること。（ただし、当

該離島航路が、海上運送法第２８条第１号の共同経営に関する協定を締結し、同法第２９条第１

項の認可を受けた二離島航路事業者のみで運航される場合は、互いに他に交通機関がないものと

みなす。） 

ロ 同一離島に複数の航路が存在する場合に、同一離島について起点の港を異にし、終点が同一

の市町村にない航路であり、協議会で決定された航路であること。 

三 当該航路が陸上の国道又は都道府県道に相当する海上交通機能を有すること。 

四 当該航路において関係住民のほか、郵便・信書便又は生活必需品及び主要物資等を輸送してい

ること。 

五 当該航路の経営により生ずる欠損見込が明らかにやむを得ないと認められるとともに、整備計

画に適合する運航計画に従って営んだ場合における収支差額が２５万円以上であることが見込ま

れること。 

３ 運航計画及び整備計画に関する基準 

当該航路に係る整備計画が当該航路の維持及び改善を図るため適切なものであって、その実施

が確実であり、かつ、当該航路の運航計画、運賃及び料金が当該整備計画に適合していると認めら

れるものであること。 

 

（補助対象経費） 

第３０条 本節における補助対象経費は、次に掲げる算定方式により算出される経費とする。 

２  航路の運営費にかかる補助対象経費は、実績収支差見込額（次項の旅客運賃の割引に伴う実績収
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支差見込額分を除く。）に別表１８及び別表１９により算出された額に基づく効率化係数を乗じた

額とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、実績見込収支率が平均収支率より低く、かつ、やむを得ない理由によ

らず著しく収支を悪化（基準期間（補助金の交付を受けようとする補助対象期間（１０月１日～翌

９月末日）の前々補助対象期間をいう。以下同じ。）の実績収支率が基準期間の前補助対象期間及

び前々補助対象期間の実績収支率の平均より１０％以上低下）させている場合の補助対象経費は、

当該航路の実績見込収支率と平均収支率との差又は１０％のいずれか少ない率に相当する額（以下

「経営改善促進調整額」という。）を前項の規定により算出した額から差し引いた額とする。ただ

し、経営改善促進調整額は基準期間の実績収支差額から基準期間の前補助対象期間及び前々補助対

象期間の実績収支差額の平均を差し引いた額を上限とする。 

４ 協議会の決定により離島住民に対して旅客運賃の割引を行う場合の補助対象経費は、当該航路の

区間の旅客運賃と、当該航路の起点又は終点の本土又は離島で運行される陸上公共交通機関におけ

る当該航路の区間の距離と同距離の運賃を比較し、航路の区間の運賃が高い場合において、航路運

賃と協議会で決定された運賃との差額に、離島住民の利用人員を乗じて得た額とする。ただし、協

議会で決定された運賃との差額は、当該公共交通機関の運賃との差額を限度とする。 

５ 当該航路の区間の距離と同距離の陸上公共交通機関の運賃がない場合には、別に定める運賃を適

用することができるものとする。 

（補助金の額） 

第３１条 補助対象事業者に交付する補助金の額は、補助対象経費の１／２に相当する額とし、予算

の範囲内において定める額とする。ただし、災害等の予期しない事由により欠損が増大した場合そ

の他特に調整を必要とする場合には、大臣は、予算の範囲内で額を増減することができる。 

２  前事業年度決算における当該事業者の全事業の当期利益金額（航路補助その他の助成金を除いて

算出したものをいう。）が全事業の事業用固定資産価額の３％相当額を超えている者（離島航路整

備法施行規則（昭和２７年運輸省令第７１号）第１条第４項第１号に掲げる他の旅客定期航路事業

者とする事業の集約を行った者にあっては、当該集約の実施から５年を経過しない者を除く。）に

対する運営費補助の額は、前項の規定により算出した金額から全事業の事業用固定資産価額の３％

相当額を超える利益額を差し引いた金額とする。ただし、当該事業者が前事業年度決算において、

資本金の８％相当額を超える配当をしている者についてはこれを交付しない。 

 

（生活交通確保維持改善計画） 

第３２条 離島航路に係る地域公共交通確保維持事業を行う場合は、生活交通確保維持改善計画に、

次に掲げる向こう３ヵ年の事項について具体的に記載するものとする。 

一  地域公共交通確保維持事業に係る目的･必要性 

二  地域公共交通確保維持事業に係る定量的な目標・効果 

三  地域公共交通確保維持事業により運航を確保･維持する航路の概要及び運航予定者 

四  地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者 

五  地域公共交通確保維持事業の改善等に関する事項 

六 外客来訪促進計画との整合性 

２  離島航路に係る地域公共交通確保維持事業に限定した計画として策定する場合は、前項各号の事

項を記載した離島航路確保維持計画の策定をもって生活交通確保維持改善計画に代えることができ

る。 

３  協議会等は、航路の効率的な運営を図る観点から、本節に係る生活交通確保維持改善計画を策定

するに当たって、地域公共交通確保維持事業を継続的に行う事業者を選定するものとする。 

 

（生活交通確保維持改善計画の策定） 

第３３条 協議会等は、本節の補助金の交付を受けて補助対象航路の運航を確保・維持させ、又は離

島住民に対する旅客運賃の割引をさせようとするときは、前条第１項の計画を策定し、大臣に認定

を申請するものとする。 

２  第１項の認定申請は、様式第２－１による生活交通確保維持改善計画認定申請書（離島航路確保

維持計画の認定申請にあっては、様式第２－２１による離島航路確保維持計画認定申請書）を毎年、
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補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度の６月３０日（特にやむを得ない理由がある場合

にあっては国土交通大臣が指定する日）までに大臣に提出して行うものとする。 

３  協議会等は、前項の提出をするときは、運航計画書（様式第２－２）、航路整備計画書（様式第

２－３）、航路損益見込計算書（様式第２－４）、離島航路３ヵ年計画（様式第２－５）、離島住

民運賃割引見込書（ただし、離島住民に対する旅客運賃の割引を行い、第３０条第３項の補助対象

経費を計上する場合に限る。）（様式第２－５－２）その他別に定める書類を添付するものとする。

る。 

４ 協議会等は、以下の各号に掲げる航路については経営改善目標を定め、これに基づき前項の航路

損益見込計算書を作成しなければならない。 

一 平均収支率より実績見込収支率が高い航路であって、やむを得ない理由によらず基準期間の実

績収支率が基準期間の前補助対象期間の実績収支率と比較して低下している航路 

基準期間の実績収支率と比較して、低下率に応じて最大３％以上向上する目標収支率を達成する

経営改善目標 

二 平均収支率より実績見込収支率が低い航路であって、やむを得ない理由によらず基準期間の実

績収支率が基準期間の前補助対象期間の実績収支率と比較して改善していない航路 

収支率が低下していない航路は基準期間の実績収支率と比較して１％以上、収支率が低下して

いる航路は基準期間の実績収支率と比較して、低下率に応じて最大３％以上向上する目標収支率

を達成する経営改善目標 

５ 前条第１項の計画における運航予定者が第２９条第２項第２号イのただし書きに該当する場合は、

前項の書類に加えて、海上運送法第２９条第１項の認可証（写）及び関係書類を添付するものとす

る。 

 

（生活交通確保維持改善計画の変更） 

第３４条 協議会等は、前条の生活交通確保維持改善計画を変更するときは、あらかじめ計画の変更

について協議会での議論を経て、大臣の認定を受けるものとする。ただし、軽微な変更については

この限りでない。 

２ 前項の認定申請は、様式第２－６による生活交通確保維持改善計画変更認定申請書（離島航路確保

維持計画の変更に係る認定申請にあっては、様式第２－２２による離島航路確保維持計画変更認定

申請書）を大臣に提出して行うものとする。 

３ 前条第３項の規定は、本条において準用する。 

 

（補助額の内定） 

第３５条 大臣は、協議会等から第３３条第２項の規定に基づく生活交通確保維持改善計画認定申請

書又は前条第２項に基づく生活交通確保維持改善計画変更認定申請書の提出があったときは、これ

を第２９条の基準及び第３０条の算定方式に従って審査の上、補助対象期間の開始前（計画変更の

認定申請にあっては予定変更日前。次項において同じ。）に認定及び補助額の内定を行い、当該協

議会等に通知するものとする。 

２  協議会等は、前項の通知があったときは、補助対象事業者に係る通知内容を、当該補助対象事業

者に対し、補助対象期間の開始前に通知しなければならない。 

３  補助対象事業者は、協議会等から前項の通知があったときは、当該通知の内容に基づき、補助対

象期間における当該航路の運航、又は離島住民に対する旅客運賃の割引を行わなければならない。 

 

第３節 離島航路構造改革補助金 

 

（補助対象事業等） 

第４０条 大臣は、補助対象事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象として大臣が認める経費に

ついて、予算の範囲内において、補助対象事業者に対し補助金を交付する。 

２  本節における補助対象事業は、次に掲げる事業とする。 

一  離島航路構造改革事業に係る調査事業 

二  補助対象航路で使用する船舶について、離島航路事業者に代わり地方公共団体が代替建造を行
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い所有する事業 

三  補助対象航路に就航している船舶を地方公共団体が買取を行い所有する事業 

四  離島航路事業者が効率化船舶への代替建造を行う事業 

３  前項第一号から第四号までに係る事業は、補助を受けようとする会計年度の４月１日以降に着手

した事業とする。 

 

（補助対象事業者等） 

第４１条 本節における補助対象事業者は、第２７条に定める離島航路事業者であって、協議会等が

定めた生活交通確保維持改善計画に運航予定者として記載されているものとする。ただし、前条第

２項第二号及び第三号に係る事業については、その事業を行う一の地方公共団体とする。 

 

（補助対象経費） 

第４２条 本節における補助対象経費は、次に掲げる経費とする。 

一  離島航路構造改革事業に係る調査検討の経費 

検討会の開催経費及び航路再編等のための調査事業費 

二  離島航路事業者に代わり、地方公共団体が代替建造する場合の経費 

基本設計費、建造工事費及び建造工事に伴う附帯費であって取得価額に算入される費用（建

造利息を除く。） 

三  離島航路に就航している船舶を地方公共団体が買い取る場合の経費 

買い取ろうとする船舶の簿価相当額 

四  離島航路事業者が効率化船舶への代替建造をする場合の経費 

基本設計費、建造工事費及び建造工事に伴う附帯費であって取得価額に算入される費用（建

造利息を除く。） 

２  前項第一号から第四号までの補助対象経費に係る消費税のうち、仕入れ控除を行う場合における

仕入れ控除の対象となる消費税相当分については、補助対象としないこととする。 

 

（補助金の額） 

第４３条 補助対象事業者に交付する補助金の額は次に掲げる額とし、予算の範囲内において定める

額とする。 

一  前条第１項第一号に係る経費であって大臣が認める額 

二  前条第１項第二号及び第三号に係る経費に３０％を乗じて得た額 

三  前条第１項第四号に係る経費に１０％を乗じて得た額 

 

（生活交通確保維持改善計画） 

第４４条 地域公共交通確保維持事業のうち離島航路構造改革事業を行う場合は、生活交通確保維持

改善計画に、次に掲げる事項について具体的に記載するものとする。 

一  離島航路構造改革事業に係る目的･必要性 

二  離島航路構造改革事業に係る定量的な目標・効果 

三  離島航路の運航を確保･維持するための改善策等 

四  離島航路構造改革事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

五 外客来訪促進計画との整合性 

２  離島航路に係る確保維持事業及び離島航路構造改革事業に限定した計画として策定する場合は、

第３２条第１項各号及び前項各号の事項を記載した離島航路確保維持計画の策定をもって生活交通

確保維持改善計画に代えることができる。 
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